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健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案について（概要） 

 

厚生労働省保険局保険課 

 

１．改正の趣旨 

○ 医療保険の高額療養費（健康保険法（大正 11年法律第 70号）第 115条第１項、船員保

険法（昭和 14 年法律第 73 号）第 83 条第１項、国民健康保険法（昭和 33 年法律第 192

号）第 57 条の２第１項及び高齢者の医療の確保に関する法律（昭和 57 年法律第 80 号）

第 84条第１項に規定する高額療養費をいう。以下同じ。）の支給要件、支給額その他支給

に関して必要な事項については、それぞれ政令において定められ、その一部についてはそ

れぞれの省令に委任されている。 

 

○ 今般、「全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋（改革工程）」（令和５年 12 月 22 日

閣議決定）及び「経済財政運営と改革の基本方針 2025 について」（令和７年６月 13 日閣

議決定）等に基づき行われた、社会保障審議会医療保険部会及び同部会の下に設置された

「高額療養費制度の在り方に関する専門委員会」における議論を踏まえ、健康保険法施行

令（大正 15 年勅令第 243 号）等の一部を改正する予定である（以下、当該政令を改正す

る「健康保険法施行令等の一部を改正する政令案」を「一部改正政令」という。）。 

 

○ 一部改正政令の施行に伴い、健康保険法施行規則（大正 15年内務省令第 36号）、 船員

保険法施行規則（昭和 15年厚生省令第５号）、 国民健康保険法施行規則（昭和 33年厚生

省令第 53号）及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則（平成 19年厚生労働省令第

129号）等について、必要な改正を行うもの。 

 

２．改正の概要 

○ 一部改正政令により、別紙の通り、令和８年８月から、新たに年間の高額療養費算定基

準額（以下「年間上限」という。）を設けること等に伴い、必要な読替えや申請手続の方

法を定めるほか、所要の規定の整備を行う。 

 

３．根拠条項 

○ 一部改正政令による改正前の健康保険法施行令（大正 15 年勅令第 243 号）第 43 条第

12項及び一部改正政令により新設予定の年間上限に係る規定 

○ 一部改正政令による改正前の船員保険法施行令（昭和 28 年政令第 240 号）第 10 条第

12項及び一部改正政令により新設予定の年間上限に係る規定 

○ 一部改正政令による改正前の国民健康保険法施行令（昭和 33年政令第 362号）第 29条

の４第９項及び一部改正政令により新設予定の年間上限に係る規定 

○ 高齢者の医療の確保に関する法律施行令（平成 19年政令第 318号）第 16条第８項及び

一部改正政令により新設予定の年間上限に係る規定 

等 
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４．施行期日等 

○ 公 布 日：令和８年７月（予定） 

○ 施行期日：令和８年８月１日 
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別紙 


